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報
告
２

　

企
業
の
説
明
責
任
に
関
す
る
国
際
円

卓
会
議
（
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｒ
）
は
、
市
民
社
会

の
見
地
か
ら
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
を
行
う
約

四
〇
の
市
民
社
会
組
織
が
集
う
国
際
的

な
連
合
体
で
あ
る
。
と
く
に
政
策
レ
ベ

ル
で
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
が
反
映
さ
れ
る

よ
う
取
り
組
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
国
連
指

導
原
則
」
の
三
本
柱
の
う
ち
、
人
権
を

保
護
す
る
国
家
の
義
務
と
い
う
第
一
の

柱
に
焦
点
を
当
て
、
国
家
に
よ
る
規
制

を
求
め
る
と
同
時
に
、
自
発
的
な
メ
カ

ニ
ズ
ム
の
形
成
促
進
を
求
め
て
い
る
。

　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
指
導
原
則
の
実

行
で
は
、
四
つ
の
領
域
が
重
要
課
題
と

し
て
と
く
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ら
は
、
①
情
報
開
示
と
透
明
性
、
②
公

共
調
達
、
③
救
済
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
④

責
任
あ
る
企
業
行
動
に
関
す
る
国
別
行

動
計
画
（
Ｎ
Ａ
Ｐ
）
で
あ
る
。

●�

情
報
開
示
と
透
明
性

　

情
報
開
示
と
透
明
性
は
、
ビ
ジ
ネ
ス

と
人
権
の
な
か
で
最
も
盛
ん
に
論
じ
ら

れ
て
い
る
課
題
で
あ
り
、
企
業
活
動
の

人
権
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
、
強
制
的

あ
る
い
は
自
発
的
な
報
告
の
必
要
性
に

つ
い
て
様
々
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
と

ら
れ
て
お
り
、
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ

ジ
ェ
ン
ス
の
主
要
な
構
成
要
素
で
も
あ

る
。
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス

の
定
義
は
必
ず
し
も
合
意
さ
れ
て
い
な

い
も
の
の
、
広
義
の
意
味
で
は
、
リ
ス

ク
を
特
定
し
、
企
業
と
し
て
人
権
へ
の

イ
ン
パ
ク
ト
を
特
定
し
、
対
処
し
て
い

こ
う
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
非
常
に
重

要
な
プ
ロ
セ
ス
で
、
イ
ン
パ
ク
ト
を
特

定
す
る
こ
と
が
そ
の
第
一
歩
と
な
る
。

　

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
連
邦
レ
ベ

ル
で
政
府
か
ら
要
求
さ
れ
る
義
務
的
な

開
示
が
あ
り
、
人
権
に
関
す
る
問
題
の

報
告
を
企
業
に
求
め
て
い
る
。
そ
れ
に

加
え
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
に
、
個
別
の
人
権

課
題
毎
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
り
、
管

轄
が
異
な
る
州
毎
に
策
定
さ
れ
た
り
も

し
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
ド
ッ
ド
＝
フ
ラ
ン
ク
法

（
ウ
ォ
ー
ル
街
改
革
お
よ
び
消
費
者
保

護
法
）
第
一
五
〇
二
条
は
、
コ
ン
ゴ
民

主
共
和
国
お
よ
び
周
辺
国
の
紛
争
鉱
物

に
よ
る
資
金
を
め
ぐ
る
問
題
に
対
す
る

関
心
か
ら
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り

企
業
は
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
を
チ
ェ
ッ

ク
し
、
当
該
地
域
か
ら
紛
争
鉱
物
を
輸

入
し
て
い
る
場
合
は
そ
れ
を
報
告
す
る

義
務
を
負
う
。
第
一
五
〇
四
条
は
、
石

油
、
ガ
ス
ま
た
は
鉱
物
の
商
業
的
開
発

に
関
連
す
る
活
動
を
行
い
、
政
府
に
対

す
る
支
払
い
を
行
っ
た
場
合
の
開
示
報

告
を
求
め
る
内
容
で
あ
り
、
汚
職
を
監

視
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
二
〇
一
三
年
に
ビ
ル
マ
・
レ

ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
要
件
が
国
務
省
に
よ
っ

て
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
ミ
ャ
ン
マ

ー
へ
の
制
裁
が
解
除
さ
れ
た
の
ち
に
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
に
投
資
し
た
ア
メ
リ
カ
企

業
に
対
し
て
、
環
境
、
労
働
、
汚
職
防

止
な
ど
様
々
な
人
権
事
項
に
つ
い
て
、

国
務
省
へ
報
告
す
る
こ
と
を
義
務
付
け

た
も
の
で
あ
る
。
報
告
を
行
っ
て
い
な

い
企
業
も
あ
り
、
緩
い
運
用
が
な
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、
い
く
つ
か
の
教
訓
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
今
後
イ

ラ
ン
や
キ
ュ
ー
バ
に
対
す
る
制
裁
解
除

が
あ
っ
た
場
合
に
、
利
用
が
可
能
で
あ

る
か
模
索
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
州
レ
ベ
ル
で
は
、
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
州
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
透
明
性

法
が
、
人
身
取
引
を
防
止
す
る
た
め
に

行
う
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
開

示
を
企
業
に
求
め
て
い
る
。

　

一
方
、
自
発
的
な
開
示
も
行
わ
れ
て

お
り
、
ア
メ
リ
カ
企
業
の
多
く
が
行
っ

て
い
る
。
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
基
準
と
い

う
も
の
が
採
用
さ
れ
、
最
新
の
枠
組
み

と
し
て
は
、
国
連
指
導
原
則
に
準
拠
し

てShift

が
作
成
し
た
Ｒ
Ａ
Ｆ
Ｉ
と
呼

ば
れ
る
人
権
に
関
す
る
開
示
と
保
証
枠

組
み
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
、
多
く
の
企

業
で
す
で
に
使
用
さ
れ
て
い
る
⑴
。
ま

た
、
よ
り
一
般
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ

ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ（
Ｇ

Ｒ
Ｉ
）
に
よ
る
報
告
も
活
用
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
ほ
か
国
内
的
に
は
、
ア
メ
リ

カ
・
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
会
計
基
準
審

議
会
（
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ｂ
）
に
よ
る
基
準
が
あ

る
。
こ
れ
ら
に
加
え
、
企
業
の
ラ
ン
キ

ン
グ
を
行
っ
て
い
る
外
部
評
価
者
が
存

在
し
、
開
示
報
告
の
手
順
や
内
容
に
影

響
を
与
え
て
い
る
。

●�

公
共
調
達

　

公
共
調
達
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｒ
を

は
じ
め
市
民
社
会
は
、
民
間
企
業
を
指

導
す
る
前
に
、
政
府
自
身
が
役
割
を
認

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
指
導
原
則
の
実
行

―
現
状
、
教
訓
お
よ
び
日
本
へ
の
含
意
―

サ
ラ
・
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ェ
ル
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識
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
と
く
に
ア

メ
リ
カ
政
府
は
、
世
界
最
大
の
物
と
サ

ー
ビ
ス
購
入
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ア

メ
リ
カ
政
府
に
人
権
と
ビ
ジ
ネ
ス
に
お

け
る
そ
の
役
割
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
が

極
め
て
重
要
と
な
っ
て
い
る
。
多
国
籍

企
業
も
重
要
で
あ
る
も
の
の
、
ア
メ
リ

カ
連
邦
政
府
の
年
間
予
算
四
兆
ド
ル
と

比
較
す
れ
ば
微
々
た
る
も
の
で
あ
り
、

政
府
の
市
場
に
対
す
る
影
響
力
、
人
権

に
対
す
る
影
響
力
は
大
き
い
。

　

ア
メ
リ
カ
の
公
共
調
達
は
主
と
し
て

連
邦
調
達
規
則
（
Ｆ
Ａ
Ｒ
）
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
人
権

に
関
連
し
た
内
容
が
あ
り
、
反
人
身
取

引
、
労
働
者
保
護
、
反
差
別
に
関
し
て

は
大
統
領
令
で
補
完
さ
れ
て
い
る
。
連

邦
レ
ベ
ル
以
外
の
州
や
市
レ
ベ
ル
で
も

大
き
な
公
共
調
達
予
算
を
抱
え
て
お
り
、

連
携
が
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
。

●�

救
済
へ
の
ア
ク
セ
ス

　

救
済
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
、
指
導
原
則

の
な
か
で
「
忘
れ
ら
れ
た
柱
」
と
い
わ

れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
は
救
済
へ
の
ア

ク
セ
ス
に
つ
い
て
一
定
の
発
展
を
な
し

て
き
た
も
の
の
、
こ
こ
数
年
は
大
き
く

後
退
し
て
い
る
。

　

司
法
的
救
済
と
し
て
は
、
二
〇
〇
年

前
に
制
定
さ
れ
て
、
最
近
、
人
権
弁
護

士
に
よ
っ
て
活
用
さ
れ
始
め
た
こ
と
か

ら
国
際
的
に
も
有
名
に
な
っ
た
外
国
人

不
法
行
為
法
（
Ａ
Ｔ
Ｓ
）
が
あ
る
。
こ

の
法
律
は
、
企
業
に
よ
る
被
害
者
で
あ

れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
籍
外
の
市
民
に
も
不

法
行
為
に
関
す
る
訴
え
を
ア
メ
リ
カ
内

で
提
起
す
る
権
利
を
与
え
て
い
る
。
こ

れ
が
過
去
二
〇
年
間
、
か
な
り
使
わ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
三
年
に
連

邦
最
高
裁
が
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
石
油

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
よ
る
人
権
被
害
を
訴

え
た
キ
オ
ベ
ル(K

iobel)

事
件
の
判
決

で
、
そ
の
適
用
範
囲
を
狭
め
た
こ
と
か

ら
、
事
実
上
、
人
権
救
済
の
門
戸
の
ひ

と
つ
が
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

人
権
に
関
す
る
そ
の
他
の
法
律
と
し

て
は
、
海
外
腐
敗
行
為
防
止
法
（
Ｆ
Ｃ

Ｐ
Ａ
）
に
対
す
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

非
司
法
的
救
済
と
し
て
は
、
各
国
連

絡
窓
口
（
Ｎ
Ｃ
Ｐ
）
を
通
し
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
多
国
籍
企
業
行
動
指
針
の
活
用
が
あ

げ
ら
れ
る
が
、
市
民
社
会
か
ら
は
実
効

性
の
面
か
ら
批
判
が
あ
る
。

●�

国
別
行
動
計
画
（
Ｎ
Ａ
Ｐ
）

　

最
後
に
、
Ｎ
Ａ
Ｐ
は
、
し
ば
し
ば
国

連
指
導
原
則
に
関
す
る
国
別
行
動
計
画

と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
は
こ

れ
を
「
責
任
あ
る
企
業
行
動
に
関
す
る

国
別
行
動
計
画
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ

れ
は
ア
メ
リ
カ
の
Ｎ
Ａ
Ｐ
が
、
国
連
指

導
原
則
の
み
な
ら
ず
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
多
国

籍
企
業
行
動
指
針
な
ど
を
統
合
し
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

Ｎ
Ａ
Ｐ
の
有
用
性
は
、
政
策
の
一
貫

性
や
信
頼
形
成
に
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
も

様
々
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
参
加
し

て
、
ど
の
よ
う
に
実
現
し
て
い
く
の
か
、

現
実
を
見
据
え
た
う
え
で
Ｎ
Ａ
Ｐ
策
定

を
議
論
し
た
。
一
方
で
、
Ｎ
Ａ
Ｐ
を
策

定
し
た
国
を
み
る
と
、
Ｎ
Ａ
Ｐ
が
拘
束

力
の
あ
る
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る

条
約
の
策
定
に
参
加
し
な
い
潜
在
的
な

弁
明
と
な
っ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

　

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｒ
と
Ｄ
Ｉ
Ｈ
Ｒ
は
共
同
で
Ｎ

Ａ
Ｐ
策
定
の
た
め
の
ツ
ー
ル
キ
ッ
ト
を

開
発
し
た
⑵
。
こ
の
核
は
、
国
家
ベ
ー

ス
ラ
イ
ン
評
価
（
Ｎ
Ｂ
Ａ
）
テ
ン
プ
レ

ー
ト
で
あ
る
。
こ
れ
が
非
常
に
重
要
な

最
初
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
。
Ｎ
Ｂ
Ａ
を

実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
Ｎ
Ａ
Ｐ
策
定

時
に
は
現
状
に
基
づ
い
た
優
先
課
題
の

取
り
込
み
が
可
能
と
な
り
、
Ｎ
Ａ
Ｐ
実

施
後
に
は
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
・
レ
ビ
ュ

ー
や
政
府
に
履
行
を
促
す
基
準
と
な
る
。

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｒ
は
企
業
正
義
の
た
め
の
欧
州

連
合
（
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｊ
）
と
共
同
で
、
既
存

の
Ｎ
Ａ
Ｐ
の
説
明
責
任
の
質
の
向
上
を

目
指
し
て
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す

る
既
存
の
国
別
行
動
計
画
の
評
価
」
を

作
成
し
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
策
定
す
る

場
合
は
参
照
す
る
こ
と
を
勧
め
る
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
オ
バ
マ
政
権
下
の

二
〇
一
四
年
か
ら
Ｎ
Ａ
Ｐ
策
定
が
、
大

統
領
府
と
国
務
省
の
主
導
に
よ
り
開
始

さ
れ
、
投
資
、
貿
易
、
腐
敗
防
止
な
ど

の
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
が
立
て
ら

れ
た
。
司
法
省
や
商
務
省
な
ど
多
様
な

政
府
部
門
と
多
く
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ

ー
と
の
協
議
が
行
わ
れ
、
二
〇
一
六
年

九
月
頃
に
発
行
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｒ
も
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を

促
進
す
る
た
め
に
専
用
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
を
立
ち
上
げ
て
い
る
。

●�

日
本
へ
の
提
言

　

日
本
に
対
す
る
提
言
と
し
て
は
、
横

断
的
な
政
府
部
門
の
関
与
、
広
範
な
ス

テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
意
味
の
あ
る
協

議
、
国
家
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
評
価
の
実
施
、

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
体
制
の
確
立
、
規
制

と
自
主
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の「
ス
マ
ー
ト
・

ミ
ッ
ク
ス
」
を
提
示
し
た
い
。

（Sara Blackw
ell

／
企
業
の
説
明
責

任
に
関
す
る
国
際
円
卓
会
議
法
政
策
コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）

《
注
》

⑴ Shift

は
ジ
ョ
ン
・
ラ
ギ
ー
博
士
を

代
表
と
す
る
、
指
導
原
則
の
執
筆
チ

ー
ム
で
構
成
さ
れ
た
組
織
。

⑵ 

ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
で
は
当
該
ツ
ー

ル
キ
ッ
ト
邦
訳
を
ウ
ェ
ブ
掲
載
し
て

い
る
。
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